
号ずつ繰り下げ、第１２号の次に次の３号を加える。 

 ⒀ 法第１０７条第１項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対

する審査               １件につき ６３，０００円 

 ⒁ 法第１０７条第２項の規定に基づく介護医療院の変更（構造設備の変更

を伴うものに限る。）の許可の申請に対する審査  

１件につき ３３，０００円 

 ⒂ 法第１０８条第４項において準用する法第１０７条第１項の規定に基づ

く介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査  

１件につき ２５，０００円 

第１９条第２項中「申請の」を「申請、報告又は調査の」に、「申請をする

者」を「申請若しくは報告をする者又は調査を受ける者」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

介護サービス情報の公表及び調査に係る手数料並びに介護医療院の開設の許

可等の申請に係る手数料を新設するため、この条例を制定するものである。 

 

議案第  号 

 

川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市保育園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３０年 ６ 月 ４ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市保育園条例の一部を改正する条例 

川崎市保育園条例（昭和２８年川崎市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表中 

「  

川崎市北加瀬保育園 川崎市幸区北加瀬３丁目１９番１号 

川崎市小倉保育園 川崎市幸区小倉４丁目６番２３号 

」 

を 

「 

川崎市北加瀬保育園 川崎市幸区北加瀬３丁目１９番１号 

」 

に、 

「  

川崎市南平間保育園 川崎市中原区上平間１，１８３番地 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子１，１５５番地 

議案第９１号



川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番１７号 

川崎市ごうじ保育園 川崎市中原区上小田中６丁目３４番３６号 

川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目２４番７号 

川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷３３９番地 

川崎市西高津保育園 川崎市高津区溝口５丁目１５番４号 

」 

を 

「 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子１，１５５番地 

川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番１７号 

川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目２４番７号 

川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷３３９番地 

」 

に、 

「  

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目２３番１５号 

川崎市南菅生保育園 川崎市宮前区菅生４丁目４番１号 

川崎市宮前平保育園 川崎市宮前区宮前平２丁目１１番地６ 

」 

を 

「 

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目２３番１５号 

」 



川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番１７号 

川崎市ごうじ保育園 川崎市中原区上小田中６丁目３４番３６号 

川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目２４番７号 

川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷３３９番地 

川崎市西高津保育園 川崎市高津区溝口５丁目１５番４号 

」 

を 

「 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子１，１５５番地 

川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

川崎市下小田中保育園 川崎市中原区下小田中４丁目４番１７号 

川崎市西宮内保育園 川崎市中原区宮内１丁目２４番７号 

川崎市蟹ケ谷保育園 川崎市高津区蟹ケ谷３３９番地 

」 

に、 

「  

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目２３番１５号 

川崎市南菅生保育園 川崎市宮前区菅生４丁目４番１号 

川崎市宮前平保育園 川崎市宮前区宮前平２丁目１１番地６ 

」 

を 

「 

川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目２３番１５号 

」 

に、 

「  

川崎市虹ケ丘保育園 川崎市麻生区虹ケ丘２丁目２番２０号 

川崎市白鳥保育園 川崎市麻生区白鳥１丁目１７番２号 

」 

を 

「 

川崎市虹ケ丘保育園 川崎市麻生区虹ケ丘２丁目２番２０号 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 小倉保育園、南平間保育園、ごうじ保育園、西高津保育園、南菅生保育園、

宮前平保育園及び白鳥保育園の民設民営化に伴い、これらの保育園を廃止する

ため、この条例を制定するものである。 

 

 

 

 


